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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成26年1月16日(2014.1.16)

【公開番号】特開2013-106994(P2013-106994A)
【公開日】平成25年6月6日(2013.6.6)
【年通号数】公開・登録公報2013-028
【出願番号】特願2013-48515(P2013-48515)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３１７　
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月25日(2013.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を可変表示する可変表示部に導出表示された識別
情報の表示結果が予め定められた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特
定遊技状態に制御する遊技機であって、
　前記特定遊技状態に制御するか否かを、識別情報の表示結果が導出表示される以前に決
定する事前決定手段と、
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記可変表示部において、識別情報の可変表示
が開始されてから識別情報の表示結果が導出表示されるまでに一旦仮停止させた後に識別
情報の可変表示を再度実行する再可変表示を所定回実行する再可変表示パターンを含む予
め定められた複数種類の識別情報の可変表示パターンの中から１つの可変表示パターンを
選択する可変表示パターン選択手段と、
　該可変表示パターン選択手段が選択した可変表示パターンに基づいて、識別情報の可変
表示を実行する可変表示実行手段と、を備え、
　前記再可変表示パターンは、識別情報の可変表示状態をリーチとなる識別情報を経由し
て仮停止させた後に前記再可変表示を実行する可変表示パターンを含み、
　前記可変表示パターン選択手段は、リーチが実行される前記再可変表示パターンを選択
するときに、前記再可変表示の実行回数に応じて、リーチの種類の選択割合が異なるよう
に可変表示パターンを選択する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　特許文献１の遊技機においては、遊技者の飽きが早く、遊技の興趣が低下していた。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、遊技機の興趣を向上させることを
目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の遊技機は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を
可変表示する可変表示部に導出表示された識別情報の表示結果が予め定められた特定表示
結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、前
記特定遊技状態に制御するか否かを、識別情報の表示結果が導出表示される以前に決定す
る事前決定手段と、該事前決定手段による決定に基づいて、前記可変表示部において、識
別情報の可変表示が開始されてから識別情報の表示結果が導出表示されるまでに一旦仮停
止させた後に識別情報の可変表示を再度実行する再可変表示を所定回実行する再可変表示
パターンを含む予め定められた複数種類の識別情報の可変表示パターンの中から１つの可
変表示パターンを選択する可変表示パターン選択手段と、該可変表示パターン選択手段が
選択した可変表示パターンに基づいて、識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段
と、を備え、前記再可変表示パターンは、識別情報の可変表示状態をリーチとなる識別情
報を経由して仮停止させた後に前記再可変表示を実行する可変表示パターンを含み、前記
可変表示パターン選択手段は、リーチが実行される前記再可変表示パターンを選択すると
きに、前記再可変表示の実行回数に応じて、リーチの種類の選択割合が異なるように可変
表示パターンを選択することを特徴とする。
（１）第１開始条件が成立したこと（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２３１にてＮｏで
あると判定したこと）に基づいて各々が識別可能な複数種類の識別情報（例えば飾り図柄
）の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段（例えば画像表示装置５）を備
え、前記可変表示手段に導出表示される表示結果が予め定められた特定表示結果（例えば
大当り組合せの最終停止図柄）となったときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊
技状態（例えば大当り遊技状態）に制御し、特別条件が成立したこと（例えばＣＰＵ１０
３がステップＳ２４９にて確変大当りの大当り種別に決定したこと）に基づいて、前記特
定遊技状態が終了した後に前記遊技状態を前記特定表示結果となる確率が通常遊技状態よ
りも高い特別遊技状態（例えば確変遊技状態）に制御可能な遊技機であって、前記第１開
始条件が成立したことに基づいて、前記可変表示手段に導出表示させる表示結果を前記特
定表示結果とするか否か、及び前記特別条件を成立させるか否かを前記識別情報の表示結
果が導出表示される以前に決定する事前決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２３
８及びＳ２３９の処理、あるいは、ステップＳ２４５及びＳ２４６の処理を実行する部分
、ステップＳ２４８及びＳ２４９の処理を実行する部分）と、前記事前決定手段の決定結
果に基づいて、前記可変表示手段における識別情報の可変表示を含む演出を実行する演出
実行手段（例えば演出制御ＣＰＵ１２０がステップＳ４０６の演出制御プロセス処理を実
行する部分）と、を備え、前記演出実行手段は、前記特別遊技状態であるか前記通常遊技
状態であるかに関わらず共通の演出（例えば報知演出、示唆演出、かもね演出。複数回の
変動に渡って背景や演出モードを共通にする演出など）を実行可能な共通演出実行手段（
例えば演出制御ＣＰＵ１２０がステップＳ５００Ｂの報知演出設定処理を実行する部分）
を含み、第２開始条件が成立したこと（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ１３１にてＹｅ
ｓであると判定したこと）に基づいて各々が識別可能な複数種類の普通図柄の可変表示を
行い表示結果を導出表示する普通図柄表示手段（例えば普通図柄表示器２０）と、前記第
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２開始条件が成立したことに基づいて、前記普通図柄表示手段に導出表示させる表示結果
を予め定められた普通図柄特定表示結果（例えば普図当り）とするか否かを当該表示結果
が導出表示される以前に決定する普通図柄表示結果決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステ
ップＳ３５３～Ｓ３５８の処理を実行する部分）と、前記普通図柄表示結果決定手段によ
って前記普通図柄特定表示結果とする旨の決定がなされたときに、前記普通図柄特定表示
結果のうち第１普通図柄特定表示結果とするか第２普通図柄特定表示結果とするかを決定
する普通図柄特定表示結果決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ３５８の処理で普
図当り１または普図当り２のいずれかの普図当りに決定する部分）と、遊技球が進入した
ことで前記第１開始条件を成立させる特別始動口（例えば普通可変入賞球装置６Ｂが形成
する第２始動入賞口）を備え、当該特別始動口に遊技球が進入しやすい第１状態（例えば
拡大開放状態）と、当該特別始動口に遊技球が進入しにくいまたは進入しない第２状態（
例えば通常開放状態また閉鎖状態）に変化可能な可変始動装置（例えば普通可変入賞球装
置６Ｂ）と、前記普通図柄表示手段の前記普通図柄の表示結果が前記第１普通図柄特定表
示結果（例えば普図当り２であることに対応した「３」の数字を示す普通図柄）となった
ときに、前記可変始動装置を遊技者にとって有利な第１特定開放パターン（例えば０．３
秒の開放を１回行う普電作動パターン）で前記第１状態に変化させ、また、前記第２普通
図柄特定表示結果（例えば普図当り１であることに対応した「７」の数字を示す普通図柄
）となったときに、前記可変始動装置を前記第１特定開放パターンより遊技者にとって有
利な第２特定開放パターン（例えば１．５秒の開放を２回行う普電作動パターン）で前記
第１状態に変化させる可変始動装置制御手段（例えばＣＰＵ１０３が、ステップＳ３７３
でセットした普電作動パターンに基づき、ステップＳ１４４の処理を実行する部分）と、
をさらに備え、前記普通図柄特定表示結果決定手段は、前記共通演出実行手段によって前
記共通の演出が実行されているときに、遊技状態が前記特別遊技状態であるか否かによっ
て異なる割合で前記普通図柄特定表示結果をいずれとするかを決定する（例えばＣＰＵ１
０３がステップＳ３５４の処理でＹｅｓと判定したときに、高確低ベースの普図表示結果
判定テーブルを設定し、Ｎｏと判定したときに、低確低ベースの普図表示結果判定テーブ
ルを設定する部分）ようにしてもよい。
　このような構成によれば、可変始動装置によって特別遊技状態（潜伏確変状態）である
ことを示唆するので、示唆をわかりにくくすることができ、遊技の興趣が向上する。


	header
	written-amendment

